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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月30日(2016.11.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷ヘッドと、
　シート状の媒体を支持し、前記印刷ヘッドと所定のギャップで対向するヘッド対向位置
、および、当該ヘッド対向位置よりも前記印刷ヘッドから離れた開放位置に移動可能なプ
ラテン面と、
　前記ヘッド対向位置に位置する前記プラテン面と前記印刷ヘッドとの間に配置されるス
ターホイールと、
　前記プラテンユニットが前記開放位置にあるときは前記スターホイールよりも前記プラ
テン面側のカバー位置に位置し、前記プラテンユニットが前記ヘッド対向位置にあるとき
は前記スターホイールよりも前記プラテン面から離れた退避位置に位置するカバー部材と
、を有することを特徴とするプリンター。
【請求項２】
　前記ヘッド対向位置から前記開放位置に前記プラテンユニットが移動するとき、前記カ
バー部材は自重によって前記カバー位置に移動し、
　前記開放位置から前記ヘッド対向位置に前記プラテンユニットが移動するとき、前記カ
バー部材は、前記プラテンユニットに押されて前記カバー位置から前記退避位置に移動す
ることを特徴とする請求項１に記載のプリンター。
【請求項３】
　前記カバー部材は、一端を中心として鉛直方向上下に回動可能に支持されていることを
特徴とする請求項２に記載のプリンター。
【請求項４】
　前記スターホイールを支持する支持フレームを備え、
　前記カバー部材は、前記支持フレームと鉛直方向上下に重なる位置に設けられたカバー
フレームを含み、
　前記カバー部材が退避位置に移動したとき、前記カバーフレームの凹部に前記支持フレ
ームが入り込むことを特徴とする請求項２または３に記載のプリンター。
【請求項５】
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　前記カバー部材が前記カバー位置に移動したとき、当該カバー部材を前記退避位置側に
移動不能な状態にロックするロック機構を備えることを特徴とする請求項１ないし４のい
ずれかの項に記載のプリンター。
【請求項６】
　前記ロック機構は、前記カバー部材に回動可能に取り付けられ、一端が前記カバー部材
から前記プラテン面と逆の側に突出する方向を向いたロック位置、および、前記一端が前
記カバー部材から前記プラテン面と逆の側に突出しない方向を向いたロック解除位置に回
動可能なロック部材と、
　前記ロック位置に回動する方向に前記ロック部材を付勢する付勢部材と、
　前記ロック位置にある前記ロック部材の前記一端と対向する位置に設けられたロック部
材当接部と、を備えることを特徴とする請求項５に記載のプリンター。
【請求項７】
　前記ロック機構は、前記プラテン面に対して前記媒体の搬送方向と直交する方向の外側
に配置されていることを特徴とする請求項５または６に記載のプリンター。
【請求項８】
　前記支持フレームは、プリンター本体フレームに固定され、
　前記プラテン面は、前記プリンター本体フレームに対して移動して、前記ヘッド対向位
置、および、前記開放位置に移動可能であることを特徴とする請求項１ないし７のいずれ
かの項に記載のプリンター。
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